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２階建ての戸建住宅における強度不足の判明に関するお詫びとお知らせ 

 

当社がこれまでに販売を行った２階建ての戸建住宅の一部におきまして、建物の強度が建

築基準法に定める基準を下回る物件があることが判明いたしましたのでご報告いたします。 

 

記 

 

１．発生の経緯 

 特定行政庁より当社に対して、当社が販売を行った物件の一部に壁量不足が認められ

るとの指摘がありました。 

 当社では、当社が販売する戸建住宅につきまして設計並びに強度計算に関する業務を

外部の設計事務所に委託しておりますが、今回の指摘により壁量不足が判明した物件は、

いずれも一級建築士免許に対して懲戒処分が行われた設計事務所（１社）が過去に設計

を行った物件であることが判明いたしました。 

 

２．壁量不足が判明した物件数 

 現時点で壁量不足が判明している物件の状況は以下のとおりです。 

都道府県 壁量不足が確認された物件数 

大阪府 ２３ 棟 

兵庫県  ８ 棟 

奈良県  １ 棟 

合計 ３２ 棟 

 

３．今後の対応及び再発防止策 

 当社では、お客様の安全を第一に考え、強度不足の判明した全ての物件に対しまして

直ちに補修対応を開始いたします。また、今回問題が発見されたのは特定の設計事務所

でありましたが、他の設計事務所による物件全てにつきましても、壁量の自主検査を行

ってまいります。なお、当社ではこれまで全６棟のマンションを新築分譲いたしており

ますが、これらにつきましては既に、構造計算書の第三者機関による再確認を完了して

おり、構造計算上建物の強度に問題の無い事を確認いたしております。 



 今後の補修対応の進捗及び全棟を対象とした自主検査の状況につきましては、適宜ご

報告してまいります。 

 当社といたしましては、今後より一層の安全性を確保するために、社内管理体制を更

に強化し、これまで外注している設計事務所が行っていた壁量計算に対して、全て自社

での再チェックを行ってまいります。 

 

 今回の調査の結果、壁量が不足する物件が発見された事実につきまして、お客様はも

ちろん、株主様をはじめとする関係各位の皆様には、多大なるご心配並びにご迷惑をお

かけしたことを深くお詫び申し上げます。 

 これからも当社では、お客様に安心して快適にお住まいいただける住宅をご提供でき

るよう、安全性の確保及び品質の向上に全力で取り組んでまいります。 

 

４．業績に与える影響 

 問題が発見された物件全てに対して補修工事を行う事に伴い、当社負担による補修費

用が一部発生する可能性がございますが、平成19年10月期の業績に与える影響は軽微で

あります。 

 

 

   本件に関するお問合せ先： 

    （報道機関・投資家の皆様からのお問合せ） 

        管理部広報ＩＲ課 ０６－４８６８－５３８８ 

 

※お客様からのお問合せにつきましては、下記の各営業支店にお願い致します。 

（企画営業部） 

 本社    ０６－４８６８－５０６６ 

 尼崎支店  ０６－４８６８－８４０５ 

 加古川支店 ０７９－４３４－６７８０ 

 御影支店  ０７８－８２２－９５７７ 

 江坂支店  ０６－６１９２－１４６７ 

 西宮支店  ０７９８－３７－３２７７ 

 福島支店  ０６－６４４１－２２３５ 

 明石支店  ０７８－９１８－３７０２ 

 神戸支店  ０７８－３６６－２３７７ 

 

 高槻支店  ０７２－６８５－２２８８ 

 守口支店  ０６－６９９７－６１２５ 

 堺支店   ０７２－２３８－７７６１ 

 京都西支店 ０７５－９３１－０６５５ 

 京都東支店 ０７５－５８３－５６０１ 

 枚方支店  ０７２－８０４－２３５１ 

 姫路支店  ０７９－２２４－１７８８ 

 奈良支店  ０７４２－３３－１２５３ 

（工事部） 

 本社    ０６－４８６８－８９９１ 

 

 

以 上 


